
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
八
十
号

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（

平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
七
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

舛
添

要
一

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省

令
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（

平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

特
定
健
康
診
査
に
関
す
る
事
項

ア

特
定
健
康
診
査
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
し
た
年
月
日
に

係
る
事
項



二
頁

イ

特
定
健
康
診
査
を
実
施
し
た
機
関
に
係
る
事
項

ウ

特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
た
者
に
係
る
事
項
（
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し
た
者
の
生
年
月
日
、
性
別
及
び
郵

便
番
号
に
限
る
。
）

エ

特
定
健
康
診
査
の
受
診
券
に
係
る
事
項

オ

特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
係
る
事
項

カ

ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。
）
に
報

告
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

二

特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
事
項

ア

特
定
保
健
指
導
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
保
健
指
導
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
実
施
し
た

年
月
日
に
係
る
事
項

イ

特
定
保
健
指
導
を
実
施
し
た
機
関
に
係
る
事
項

ウ

特
定
保
健
指
導
を
利
用
し
た
者
に
係
る
事
項
（
特
定
保
健
指
導
を
利
用
し
た
者
の
生
年
月
日
、
性
別
及
び
郵

便
番
号
に
限
る
。
）

エ

特
定
保
健
指
導
の
利
用
券
に
係
る
事
項
（
当
該
特
定
保
健
指
導
を
利
用
し
た
者
に
係
る
特
定
健
康
診
査
の
受

診
券
に
係
る
事
項
を
含
む
。
）

オ

特
定
保
健
指
導
の
結
果
に
係
る
事
項



三
頁

カ

ア
か
ら
オ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
支
払
基
金
に
報
告
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

三

特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
の
実
施
及
び
そ
の
成
果
に
関
す
る
事
項

ア

特
定
健
康
診
査
の
実
施
率
に
係
る
事
項

イ

特
定
保
健
指
導
の
実
施
率
に
係
る
事
項

ウ

内
臓
脂
肪
症
候
群
（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）
の
該
当
者
及
び
予
備
群
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
よ
り
健
康
の
保
持
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
者
を
い
う
。
）
の
減
少
率
に
係
る

事
項

エ

ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
支
払
基
金
に
報
告
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項


